
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
六
号 

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基

準
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
四
月
十
四
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 



第
１

部
～

第
５

部
　

（
略

）
第

１
部

～
第

５
部

　
（

略
）

（
新

設
）

品
　

　
　

　
　

名
規

　
格

　
単

　
位

薬
　

価

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

円

（
あ
）

ア
ク

イ
プ

タ
錠

1
0
m
g

1
0
m
g
１

錠
3
3
9
.
9
0

ア
ク

イ
プ

タ
錠

3
0
m
g

3
0
m
g
１

錠
8
3
1
.
3
0

ア
ク

イ
プ

タ
錠

6
0
m
g

6
0
m
g
１

錠
1
,
4
6
1
.
6
0

イ
ド

ビ
ン

ソ
配

合
錠

１
錠

6
,
6
1
0
.
5
0

（
た
）

ツ
カ

イ
ザ

錠
5
0
m
g

5
0
m
g
１

錠
2
,
8
1
8
.
4
0

ツ
カ

イ
ザ

錠
1
5
0
m
g

1
5
0
m
g
１

錠
7
,
3
1
7
.
0
0

（
ら
）

ラ
ヴ

ィ
ク

テ
ィ

内
用

液
1
.
1
ｇ

／
m
L

2
7
.
5
ｇ

2
5
m
L
１

瓶
4
1
,
4
5
5
.
4
0

品
　

　
　

　
　

名
規

　
格

　
単

　
位

薬
　

価円

（
あ
）

ア
ル

ギ
ニ

ン
点

滴
静

注
3
0
ｇ

「
Ｙ

Ｄ
」

1
0
％

3
0
0
m
L
１

袋
1
,
8
6
2

エ
キ

シ
デ

ン
サ

ー
皮

下
注

1
0
0
m
g
シ

リ
ン

ジ
1
0
0
m
g
１

m
L
１

筒
1
,
1
4
3
,
2
8
4

エ
キ

シ
デ

ン
サ

ー
皮

下
注

1
0
0
m
g
ペ

ン
1
0
0
m
g
１

m
L
１

キ
ッ

ト
1
,
1
4
3
,
2
8
4

（
さ
）

サ
フ

ネ
ロ

ー
皮

下
注

1
2
0
m
g
オ

ー
ト

イ
ン

ジ
ェ

ク
タ

ー
1
2
0
m
g
0
.
8
m
L
１

キ
ッ

ト
2
4
,
9
3
2

　
生

理
食

塩
液

「
Ｙ

Ｄ
」

5
0
0
m
L
１

袋
2
3
6

（
な
）

ナ
フ

ァ
モ

ス
タ

ッ
ト

メ
シ

ル
酸

塩
注

射
用

1
0
m
g
「

Ｙ
Ｄ

」
1
0
m
g
１

瓶
2
9
9

ナ
フ

ァ
モ

ス
タ

ッ
ト

メ
シ

ル
酸

塩
注

射
用

5
0
m
g
「

Ｙ
Ｄ

」
5
0
m
g
１

瓶
6
5
0

ナ
フ

ァ
モ

ス
タ

ッ
ト

メ
シ

ル
酸

塩
注

射
用

1
0
0
m
g
「

Ｙ
Ｄ

」
1
0
0
m
g
１

瓶
8
4
1

ナ
フ

ァ
モ

ス
タ

ッ
ト

メ
シ

ル
酸

塩
注

射
用

1
5
0
m
g
「

Ｙ
Ｄ

」
1
5
0
m
g
１

瓶
1
,
8
6
2

（
は
）

　
ブ

ド
ウ

糖
注

射
液

「
Ｙ

Ｄ
」

５
％

５
％

5
0
0
m
L
１

袋
3
3
2

ヘ
パ

リ
ン

カ
ル

シ
ウ

ム
注

１
万

単
位

／
1
0
m
L
「

Ｙ
Ｄ

」
1
0
,
0
0
0
単

位
1
0
m
L
１

瓶
4
9
5

ヘ
パ

リ
ン

カ
ル

シ
ウ

ム
注

５
万

単
位

／
5
0
m
L
「

Ｙ
Ｄ

」
5
0
,
0
0
0
単

位
5
0
m
L
１

瓶
2
,
2
2
9

注
　

　
　

　
　

射
　

　
　

　
　

薬

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

第
６

部
　

　
　

　
追

　
　

　
　

補
　

　
　

　
（

２
）

改
　
　
正
　
　
前

改
　
　
正
　
　
後

内
　

　
　

　
　

用
　

　
　

　
　

薬

（
）

別
表注

１
～
３

（
略
）

別
表注

１
～
３

（
略
）

○ 局
 

○ 局
 



（
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

     

 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
第
九 
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
、
間
歇け

つ

注
入
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
加
算

、
持
続
血
糖
測
定
器
加
算
及
び
注
入
器
用
注
射
針
加
算
に
規
定
す
る
注
射
薬 

別
表
第
九 

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
、
間
歇け

つ

注
入
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
加
算

、
持
続
血
糖
測
定
器
加
算
及
び
注
入
器
用
注
射
針
加
算
に
規
定
す
る
注
射
薬 

（
略
） 

ア
パ
ダ
ム
タ
ー
ゼ 

ア
ル
フ
ァ
・
シ
ナ
キ
サ
ダ
ム
タ
ー
ゼ 

ア
ル
フ
ァ
製

剤 

ア
ニ
フ
ロ
ル
マ
ブ
製
剤 

（
略
） 

ア
パ
ダ
ム
タ
ー
ゼ 

ア
ル
フ
ァ
・
シ
ナ
キ
サ
ダ
ム
タ
ー
ゼ 

ア
ル
フ
ァ
製

剤 

（
新
設
） 



 

（
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

(

傍
線
部
分
は
改
正
部
分) 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
第
九 
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
、
間
歇け

つ

注
入
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
加

算
、
持
続
血
糖
測
定
器
加
算
及
び
注
入
器
用
注
射
針
加
算
に
規
定
す
る
注

射
薬 

別
表
第
九 

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
、
間
歇け

つ

注
入
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
加

算
、
持
続
血
糖
測
定
器
加
算
及
び
注
入
器
用
注
射
針
加
算
に
規
定
す
る
注

射
薬 

（
略
） 

パ
ロ
ペ
グ
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
製
剤 

ア
パ
ダ
ム
タ
ー
ゼ 

ア
ル
フ
ァ
・
シ
ナ
キ
サ
ダ
ム
タ
ー
ゼ 

ア
ル
フ
ァ

製
剤 ア

ニ
フ
ロ
ル
マ
ブ
製
剤 

 

（
略
） 

パ
ロ
ペ
グ
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
製
剤 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

別
表
第
十
二 

削
除 

別
表
第
十
二 

介
護
老
人
保
健
施
設
入
所
者
に
つ
い
て
算
定
で
き
な
い
検
査

、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
及
び
麻
酔 

 

一 

算
定
で
き
な
い
検
査 

 

(1) 

検
体
検
査
（
医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｄ
０
０
７
の
36
に
掲
げ
る
血

液
ガ
ス
分
析
及
び
当
該
検
査
に
係
る
医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｄ
０
２

６
の
４
に
掲
げ
る
生
化
学
的
検
査
（Ⅰ）
判
断
料
並
び
に
医
科
点
数
表
区

分
番
号
Ｄ
４
１
９
の
３
に
掲
げ
る
動
脈
血
採
取
で
あ
っ
て
、
保
険
医

療
機
関
の
保
険
医
が
療
養
病
床
か
ら
転
換
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設

に
赴
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
） 

 
(2) 

呼
吸
循
環
機
能
検
査
等
の
う
ち
医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｄ
２
０
８

に
掲
げ
る
心
電
図
検
査
及
び
医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｄ
２
０
９
に
掲

げ
る
負
荷
心
電
図
検
査
（
心
電
図
検
査
の
注
に
掲
げ
る
も
の
又
は
負

荷
心
電
図
検
査
の
注
１
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
険
医
療
機
関

の
保
険
医
が
療
養
病
床
か
ら
転
換
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設
に
赴
い

て
行
う
診
療
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

(3) 

負
荷
試
験
等
の
う
ち
肝
及
び
腎
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
テ
ス
ト
、
内
分

泌
負
荷
試
験
及
び
糖
負
荷
試
験 



 

 

(4) 

(1)
か
ら
(3)
ま
で
に
掲
げ
る
検
査
に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て

医
科
点
数
表
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
特
殊
な
検
査 

 

二 

算
定
で
き
な
い
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

(1) 

脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

 

(2) 

廃
用
症
候
群
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

 

(3) 

運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

 

(4) 

摂
食
機
能
療
法 

 

(5) 

視
能
訓
練 

 

(6) 

(1)
か
ら
(5)
ま
で
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
最
も
近
似

す
る
も
の
と
し
て
医
科
点
数
表
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
特
殊
な

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

 

三 

算
定
で
き
な
い
処
置 

 

(1) 

一
般
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 

創
傷
処
置
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
褥
瘡

じ
よ
く
そ
う

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
） 

 

ロ 

手
術
後
の
創
傷
処
置 

 

ハ 

ド
レ
ー
ン
法
（
ド
レ
ナ
ー
ジ
） 

 

ニ 

腰
椎
穿せ

ん

刺 

 

ホ 

胸
腔
穿

く
う
せ
ん

刺
（
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
（
保
険
医
療

機
関
の
保
険
医
が
療
養
病
床
か
ら
転
換
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設

に
赴
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
） 

 

ヘ 

腹
腔
穿

く
う
せ
ん

刺
（
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
（
保
険
医
療

機
関
の
保
険
医
が
療
養
病
床
か
ら
転
換
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設

に
赴
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
） 

 

ト 
喀
痰

か
く
た
ん

吸
引 

 

チ 

高
位
浣か

ん

腸
、
高
圧
浣か

ん

腸
、
洗
腸 

 

リ 

摘
便 

 

ヌ 

酸
素
吸
入 

 

ル 

酸
素
テ
ン
ト 



 

 

ヲ 

間
歇け

つ

的
陽
圧
吸
入
法 

 

ワ 

肛こ
う

門
拡
張
法
（
徒
手
又
は
ブ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
） 

 

カ 

非
還
納
性
ヘ
ル
ニ
ア
徒
手
整
復
法
（
保
険
医
療
機
関
の
保
険
医

が
療
養
病
床
か
ら
転
換
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設
に
赴
い
て
行
う

も
の
を
除
く
。
） 

 

ヨ 

痔じ

核
嵌か

ん

頓
整
復
法
（
脱
肛こ

う

を
含
む
。
） 

 

(2) 

救
急
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 

救
命
の
た
め
の
気
管
挿
管 

 

ロ 

人
工
呼
吸 

 

ハ 

非
開
胸
的
心
マ
ッ
サ
ー
ジ 

 

ニ 

気
管
内
洗
浄 

 

ホ 

胃
洗
浄 

 

(3) 

泌
尿
器
科
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 

膀
胱

ぼ
う
こ
う

洗
浄
（
薬
液
注
入
を
含
む
。
） 

 

ロ 

留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置 

 

ハ 

嵌か
ん

頓
包
茎
整
復
法
（
陰
茎
絞
扼や

く

等
） 

 

(4) 

整
形
外
科
的
処
置
（
鋼
線
等
に
よ
る
直
達
牽け

ん

引
を
除
く
。
） 

 

(5) 

栄
養
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

イ 

鼻
腔く

う

栄
養 

 

ロ 

滋
養
浣か

ん

腸 

 

(6) 

(1)
か
ら
(5)
ま
で
に
掲
げ
る
処
置
に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て

医
科
点
数
表
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
特
殊
な
処
置 

 
四 
算
定
で
き
な
い
手
術 

 

(1) 
創
傷
処
理
（
長
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
筋
肉
、
臓
器
に
達

す
る
も
の
及
び
保
険
医
療
機
関
の
保
険
医
が
療
養
病
床
か
ら
転
換
し

た
介
護
老
人
保
健
施
設
に
赴
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
） 

 

(2) 

皮
膚
切
開
術
（
長
径
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る

。
） 

 

(3) 

デ
ブ
リ
ー
ド
マ
ン
（
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限



 

    

る
。
） 

 

(4) 

爪そ
う

甲
除
去
術 

 

(5) 

ひ
ょ
う
疽そ

手
術 

 

(6) 

外
耳
道
異
物
除
去
術
（
複
雑
な
も
の
を
除
く
。
） 

 

(7) 

咽
頭
異
物
摘
出
術
（
保
険
医
療
機
関
の
保
険
医
が
療
養
病
床
か
ら

転
換
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設
に
赴
い
て
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
複

雑
な
も
の
を
除
く
。
） 

 

(8) 

顎
関
節
脱
臼
非
観
血
的
整
復
術
（
保
険
医
療
機
関
の
保
険
医
が
療

養
病
床
か
ら
転
換
し
た
介
護
老
人
保
健
施
設
に
赴
い
て
行
う
も
の
を

除
く
。
） 

 

(9) 

血
管
露
出
術 

 

(10) 

(1)
か
ら
(9)
ま
で
に
掲
げ
る
手
術
に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て

医
科
点
数
表
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
特
殊
な
手
術 

 

五 

算
定
で
き
な
い
麻
酔 

 

(1) 

静
脈
麻
酔 

 

(2) 

神
経
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
麻
酔
剤
の
持
続
的
注
入 

 

(3) 

(1)
及
び
(2)
に
掲
げ
る
麻
酔
に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て
医
科

点
数
表
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
特
殊
な
麻
酔 



 

附 

則 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 


